
 

令和２年 ４月 １４日 

趣旨（※該当する全てにチェック） 

☑各種資料や情報提供 
□イベント・会議等の案内 
□その他（             ） 

発 表 事 項 新型コロナウイルス感染対策として、市役所窓口に間仕切り設置 

内 容 

 

桜井市は、新型コロナウイルス感染症対策として、市役所の窓

口に透明のビニールを張るなどして、来庁者と職員との間に仕切

りを設置しました。 

間仕切りは、職員の手作りで、幟の竿に透明のテーブルクロス

をクリップで留めて作成しました。 

４月１３日から、来庁者が多い本庁舎一階の市民課、保険医療

課、市民協働課、固定資産税係、分庁舎の社会福祉課、高齢福祉

課に設置。また、税務課などにも順次設置する予定。 

他には、待合のいすの間隔を空け、張り紙で周知することで、「ソ

ーシャルディスタンス」を実施しています。 

 

日 時  

場 所  

資 料 間仕切りの写真 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載 ☑なし  □あり  □後日掲載（  月  日掲載予定） 

問い合わせ先 

担 当 課 総務部 総務課 

取 材 対 応 者  

問い合わせ窓口 総務課（0744-42-9111）内線 330 

そ の 他  

 


